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令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

第
五
百
八
十
三
号

増

刊

①

　
　
　
　

規

則
（
第
十
六
号

－

第
二
十
号
）

○
福
岡
県
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
等
閲
覧
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
建
築
指
導
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

　

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
都
市
計
画
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　

（
建
築
指
導
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
及
び
福
岡
県
計
量
法
施
行
細

　

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人

事

課
）
…
…
…
…
…
二

○
福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　

（
会
計
管
理
局
会
計
課
）
…
…
…
…
一
一

　

福
岡
県
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
等
閲
覧
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
等
閲
覧
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
宅
地
建
物
取
引
業
者
名
簿
等
閲
覧
規
則
（
平
成
九
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
五
条
の
二
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
十
七
号

　
　
　

福
岡
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

　
　
　

を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
福
岡

県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
を
「
物

資
の
流
通
の
効
率
化
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
第
二
項
」
に
、
「
第
二

条
第
三
号
」
を
「
第
四
条
第
三
号
」
に
、
「
第
四
条
第
八
項
」
を
「
第
六
条
第
十
項
」
に
改
め
、
同
項

第
二
号
中
「
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
八
項
」
を
「
物
資
の

流
通
の
効
率
化
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
十
八
号

　
　
　

福
岡
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
福
岡
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
三
条
の
二
第
三
項
中
「
第
六
条
の
二
第
一
項
（
」
を
「
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
十
八
条
第
四

項
（
い
ず
れ
も
」
に
改
め
、
「
又
は
第
二
項
」
を
「
（
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

目

次
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
及
び
福
岡
県
計
量
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
及
び
福
岡
県
計
量
法
施
行
細
則
の
一

　
　
　

部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
一
条
中
「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
三
十
三
条
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
条
中
「
第
二
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
二
条
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条

を
加
え
る
。

　
　

（
旅
行
役
務
提
供
者
）

　
第
二
条
の
二　

条
例
第
二
条
第
九
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
と
す
る
。

　
　

一　

旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
旅

行
業
者

　
　

二　

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
運

送
事
業
者
及
び
軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
軌
道
経
営
者

　
　

三　

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す

る
船
舶
運
航
事
業
者

　
　

四　

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
航
空
運

送
事
業
を
経
営
す
る
者

　
　

五　

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
九
条
第
七
項
第
三
号
に
規
定
す
る

一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者

　
　

六　

旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
館
業
を

営
む
者

　
　

七　

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一

般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第

五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
者　
　

　
　

八　

割
賦
販
売
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
登
録
包
括

信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
（
県
と
の
契
約
に
よ
り
カ
ー
ド
等
（
同
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に

規
定
す
る
カ
ー
ド
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
前
各
号
に
掲
げ
る
者
が
提
供
す
る

役
務
そ
の
他
の
旅
行
に
係
る
役
務
の
対
価
の
支
払
の
み
の
た
め
に
旅
行
者
に
提
供
す
る
場
合
に

限
る
。
）

　

２　

条
例
第
二
条
第
九
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
役
務
及
び
カ
ー
ド
等
と
す
る
。

　
　

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
旅
行
命
令
等
の
変
更
を
受
け
た
場
合
等
に
お
け
る
旅
費
）

　
第
三
条　

条
例
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
条
例
第
二
十
七
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
旅
費
を
支
給
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。

　
　

一　

鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
及
び
車
賃
（
家
族
移
転
費
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
部
分
を
含

む
。
）
に
つ
い
て
は
、
条
例
第
十
二
条
第
一
項
各
号
、
第
十
三
条
第
一
項
各
号
、
第
十
四
条
第

一
項
各
号
及
び
第
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
各
費
用
に
つ
い
て
、
当
該
各
条
及
び
条
例
第

八
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
つ
た
額
で
所
要
の
払
戻
手
続
を
と
つ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
額
又
は
所
要
の
取
消
手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
な
お
支
払
う
必
要
が
あ
る
額
を
比
較
し
、
当
該
各
費
用
ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
の

合
計
額

　
　

二　

宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
旅
行
雑
費
、
転
居
費
、
着
後
滞
在
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部

分
を
除
く
。
）
及
び
家
族
移
転
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、

当
該
各
種
目
に
つ
い
て
条
例
第
八
条
、
第
十
七
条
、
第
十
七
条
の
二
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条

、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
つ
た
額
で
所
要
の

払
戻
手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
額
又
は
所
要
の
取

消
手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
支
払
う
必
要
が
あ
る
額
を
比
較
し
、
当
該
各
種
目
ご

と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
の
合
計
額

　
　

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
金
額
の
ほ
か
、
手
数
料
そ
の
他
の
旅
行
命
令
等
の
変
更
等
に
伴
い
支
給
す
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る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
旅
行
命
令
権
者
が
認
め
た
額

　
　

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
旅
費
額
を
喪
失
し
た
場
合
に
お
け
る
旅
費
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項

中
「
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅
費
の
額
」
を
「
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
金
額
」
に
、
「
額
に

よ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
は
、
現
に
喪
失
し
た
旅
費
額
を
こ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
を
「
金
額

と
す
る
。
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
輸
送
機
関
」
を
「
交
通
手
段
」
に
、
「
等
の
切
符
類
」
を

「
、
航
空
券
等
」
に
改
め
、
「
（
以
下
「
切
符
類
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
以
下
本
条
」
を
「

次
号
」
に
、
「
場
合
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
、
「
完
了
す
る
た
め
に
」
を
「
完
了
す
る
た
め
」
に

改
め
、
「
条
例
」
の
下
に
「
及
び
こ
の
規
則
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
（
切
符
類
に
つ
い
て
は

、
購
入
金
額
の
う
ち
未
使
用
部
分
に
相
当
す
る
金
額
）
」
を
削
る
。

　
　

第
六
条
第
一
項
中
「
様
式
第
四
号
及
び
第
五
号
に
よ
り
難
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て

は
、
任
命
権
者
が
知
事
と
協
議
の
上
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
を
「
旅
行
役
務

提
供
者
が
旅
費
に
相
当
す
る
金
額
を
請
求
す
る
場
合
の
様
式
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。
」
に
改
め

、
同
条
第
五
項
中
「
第
十
一
条
第
五
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
十
二
条
第
三
項
」
を
加
え
、
同
項
を

同
条
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中

「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

　

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
様
式
第
四
号
及
び
第
五
号
に
よ
り
難
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
場

合
に
つ
い
て
は
、
任
命
権
者
が
知
事
と
協
議
の
上
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
七
条　

削
除

　
　

第
八
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

２　

条
例
第
十
五
条
に
規
定
す
る
車
賃
の
計
算
上
必
要
な
路
程
の
計
算
は
、
福
岡
県
及
び
特
定
地
域

に
あ
つ
て
は
福
岡
県
の
調
べ
に
係
る
路
程
表
に
掲
げ
る
路
程
、
そ
の
他
の
地
域
に
あ
つ
て
は
当
該

路
程
の
計
算
に
つ
い
て
信
頼
す
る
に
足
る
資
料
に
掲
げ
る
路
程
に
よ
る
と
こ
ろ
と
す
る
。

　

第
九
条
及
び
第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
鉄
道
賃
）

　
第
九
条　

条
例
第
十
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
急
行
料
金
は
、
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
に
よ

る
旅
行
で
乗
車
区
間
が
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
旅
行
命
令
権
者
の
承
認

を
得
た
場
合
に
限
り
支
給
す
る
。

　

２　

前
項
に
定
め
る
ほ
か
、
条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
に
規
定
す
る
費
用
に
つ
い

て
は
、
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
た
も
の
に
限
り
、
支
給
す
る
。

　
　

（
船
賃
）

　
第
十
条　

条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
知
事

が
特
に
必
要
と
認
め
た
も
の
に
限
り
、
支
給
す
る
。

　
　

第
十
一
条
中
「
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
座
席
料
金
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号

及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
費
用
に
つ
い
て
」
に
改
め
、
「
特
別
座
席
料
金
を
徴
す
る
航
空
機
に
よ
る

旅
行
で
」
を
削
る
。

　
　

第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
車
賃
）

　
第
十
二
条　

官
用
又
は
公
用
の
車
（
公
用
の
た
め
借
り
上
げ
た
も
の
そ
の
他
知
事
が
定
め
る
も
の
を

含
む
。
）
に
よ
り
旅
行
し
た
場
合
は
、
車
賃
は
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
の
公
務
上
の
必
要

に
よ
り
別
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
料
金
を
必
要
と
し
た
場
合
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
を
支
給

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

一　

駐
車
場
料
金　

旅
行
者
が
現
に
支
払
つ
た
駐
車
場
料
金
の
額
又
は
千
円
に
駐
車
場
の
使
用
日

数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額

　
　

二　

有
料
道
路
利
用
料
金　

旅
行
者
が
現
に
支
払
つ
た
有
料
道
路
利
用
料
金
の
額

　

２　

条
例
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
自
家
用
車
に
よ
る
旅
行
の
場
合
の
距
離
別
定
額
は

、
別
表
第
三
の
自
家
用
車
定
額
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

３　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
自
家
用
車
使
用
に
係
る
車
賃
の
額
を
計
算
す
る
と
き
は
、
一
日
ご
と

の
全
路
程
を
通
算
し
て
、
自
家
用
車
定
額
表
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

　

４　

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
自
家
用
車
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
準
用
す
る
。

　
　

（
宿
泊
費
）

　
第
十
三
条　

条
例
第
十
七
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
現
に
支
払
つ
た
費
用
の
額
が
宿

泊
費
基
準
額
を
超
え
る
場
合
で
あ
つ
て
、
会
議
の
主
催
者
か
ら
宿
泊
施
設
の
指
定
が
あ
り
当
該
宿

泊
施
設
以
外
に
宿
泊
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
る
と
き
と
す
る
。

　
　

第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　

（
宿
泊
手
当
）

　
第
十
三
条
の
二　

条
例
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
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る
場
合
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
一
夜
当
た
り
の
定
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

額
と
す
る
。

　
　

一　

条
例
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
宿
泊
費
又
は
包
括
宿
泊
費
に
朝
食
又
は
夕
食
に
係
る
費
用

の
い
ず
れ
か
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合　

条
例
第
十
八
条
第
一
項
で
定
め
る
額
の
三

分
の
二
の
額

　
　

二　

条
例
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
宿
泊
費
又
は
包
括
宿
泊
費
に
朝
食
及
び
夕
食
に
係
る
費
用

に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合　

条
例
第
十
八
条
第
一
項
で
定
め
る
額
の
三
分
の
一
の
額

　
　

三　

移
動
中
に
宿
泊
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
条
例
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
鉄
道
賃
、
船
賃
、

航
空
賃
又
は
車
賃
（
包
括
宿
泊
費
及
び
家
族
移
転
費
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む

。
）
に
食
費
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合　

条
例
第
十
八
条
第
一
項
で
定
め
る
額
の
三

分
の
一
の
額

　

２　

旅
行
者
が
、
旅
行
中
自
宅
等
（
住
所
又
は
居
所
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
所
を
い
う
。
）

に
宿
泊
す
る
場
合
に
は
、
宿
泊
手
当
は
支
給
し
な
い
。

　
　

第
十
四
条
中
「
費
用
は
、
」
を
「
実
費
に
相
当
す
る
額
は
、
現
に
支
払
つ
た
」
に
、
「
（
以
下
「

通
信
連
絡
費
」
と
い
う
。
）
と
し
、
同
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
実
費
に
相
当
す
る
額
は
、

現
に
支
払
つ
た
通
信
連
絡
費
」
を
削
る
。

　
　

第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
転
居
費
）

　
第
十
五
条　

条
例
第
二
十
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

　
　

一　

運
送
業
者
が
家
財
の
運
送
を
行
う
場
合
に
は
、
複
数
の
運
送
業
者
に
見
積
り
を
さ
せ
、
か
つ

、
そ
の
中
か
ら
最
も
経
済
的
な
も
の
を
選
択
す
る
と
き
に
限
り
、
当
該
運
送
に
要
す
る
額
を
転

居
費
の
額
と
す
る
方
法

　
　

二　

旅
行
役
務
提
供
者
が
家
財
の
運
送
を
行
う
場
合
に
は
、
前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

運
送
に
要
す
る
額
を
転
居
費
の
額
と
す
る
方
法

　
　

三　

旅
行
者
が
宅
配
便
又
は
条
例
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
自
家
用
車
若
し
く
は
道
路

運
送
法
第
八
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
業
と
し
て
有
償
で
貸
し
渡
す
自
家
用
自
動
車
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
利
用
し
て
家
財
の
運
送
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
運
送
に
要
す
る

額
を
転
居
費
の
額
と
す
る
方
法
。
た
だ
し
、
当
該
運
送
に
要
す
る
額
が
運
送
業
者
に
依
頼
し
た

も
の
と
し
て
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
と
す
る
。

　

２　

前
項
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
条
例
の
規
定
に
よ
り
他
の
種
目
と
し
て
支
給
を
受
け
る
費
用
そ

の
他
の
県
費
に
よ
る
支
給
が
適
当
で
な
い
費
用
と
し
て
知
事
が
定
め
る
も
の
を
除
く
も
の
と
す
る

。

　

３　

職
員
又
は
家
族
が
他
か
ら
赴
任
に
係
る
旅
費
の
支
給
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
金
額
の
支
払
を
受

け
る
場
合
に
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
転
居
費
の
額
か
ら
当
該
支
給
又
は
当
該
支
払

を
受
け
る
金
額
を
差
し
引
く
こ
と
と
す
る
。

　
　

（
着
後
滞
在
費
）

　
第
十
六
条　

条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
旧
居
住
地
か

ら
新
居
住
地
ま
で
の
路
程
が
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
転
居
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る

着
後
滞
在
費
の
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
五
夜
」
と
あ
る
の
は
「

三
夜
」
と
す
る
。

　
　

（
退
職
者
等
の
旅
費
）

　
第
十
七
条　

条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
旅
費
と

す
る
。

　
　

一　

職
員
が
出
張
の
た
め
の
旅
行
中
に
退
職
等
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
出
張
の
例
に
準
じ
、
退
職

等
の
日
に
い
た
地
か
ら
旧
在
勤
地
域
に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費

　
　

二　

職
員
が
赴
任
の
た
め
の
旅
行
中
に
退
職
等
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
赴
任
の
例
に
準
じ
、
退
職

等
の
日
に
い
た
地
か
ら
新
在
勤
地
域
に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費

　
　

第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　

（
遺
族
の
旅
費
）

　
第
十
七
条
の
二　

条
例
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
旅
費
と
す

る
。

　
　

一　

職
員
が
条
例
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
号
の
規
定
に

よ
り
旅
費
を
支
給
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
旅
費

　
　
　

イ　

職
員
が
出
張
の
た
め
の
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
出
張
の
例
に
準
じ
、
職
員
が
遺

族
の
居
住
地
と
死
亡
地
と
の
間
を
往
復
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費

　
　
　

ロ　

職
員
が
赴
任
の
た
め
の
旅
行
中
に
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
イ
に
掲
げ
る
旅
費
の
ほ
か
、
赴

任
の
例
に
準
じ
、
職
員
が
死
亡
地
か
ら
新
居
住
地
に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費

　
　

二　

条
例
第
三
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
旅
費
を
支
給
す
る
場
合
は
、
出
張
の
例
に
準
じ
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、
職
員
が
遺
族
の
居
住
地
か
ら
帰
住
地
に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費

　

２　

遺
族
が
前
項
に
規
定
す
る
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
順
位
は
、
条
例
第
二
条
第
五
号
に
掲
げ
る
順

位
に
よ
り
、
同
順
位
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
年
長
者
を
先
に
す
る
。

　
　

第
二
十
一
条
第
二
項
を
削
る
。

　
　

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
（
第
六
条
関
係
）

　
　
　
　
　
　

旅
費
請
求
書
に
添
付
す
べ
き
書
類

旅

費

の

区

分

添
付
す
る
資
料

一　

鉄
道
賃

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に

掲
げ
る
運
賃
（
運
賃
の
等
級
が
区

分
さ
れ
た
鉄
道
に
よ
る
移
動
に
限

る
。
）

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る

に
足
る
資
料

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資

料

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
か

ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資

料

二　

船
賃

条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に

掲
げ
る
運
賃
（
運
賃
の
等
級
が
区

分
さ
れ
た
船
舶
に
よ
る
移
動
に
限

る
。
）

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る

に
足
る
資
料

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資

料

条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
か

ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資

料

三　

航
空
賃

条
例
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に

掲
げ
る
運
賃

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証
明
す
る

に
足
る
資
料

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資

料

条
例
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及

び
第
三
号
に
掲
げ
る
費
用

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資

料

四　

車
賃

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資

料
（
支
払
命
令
者
が
必
要
と
認
め

る
場
合
に
限
る
。
）

五　

宿
泊
費

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資

料第
十
三
条
に
該
当
す
る
こ
と
を
証

明
す
る
に
足
る
資
料
（
条
例
第

十
七
条
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場

合
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い

て
同
じ
。
）

六　

包
括
宿
泊
費

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資

料

そ
の
移
動
に
係
る
交
通
費
の
内
容

を
証
明
す
る
に
足
る
資
料

七　

転
居
費

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資

料転
居
を
証
明
す
る
資
料

同
居
す
る
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証

明
す
る
資
料
（
家
族
の
転
居
に
要

す
る
費
用
を
含
む
場
合
に
限
る
。

）条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
延
長
の
許
可
を
証
明
す
る
に

足
る
資
料
（
同
項
に
該
当
す
る
場

合
に
限
る
。
）

八　

着
後
滞
在
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を

除
く
。
）

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資

料第
十
三
条
に
該
当
す
る
こ
と
を
証

明
す
る
に
足
る
資
料

九　

家
族
移
転
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を

除
く
。
）

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資

料移
転
を
証
明
す
る
資
料

同
居
す
る
家
族
で
あ
る
こ
と
を
証

明
す
る
資
料

第
十
三
条
に
該
当
す
る
こ
と
を
証

明
す
る
に
足
る
資
料

十　

旅
行
雑
費

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
資

料

　
　

様
式
第
一
号
そ
の
一
を
削
り
、
様
式
第
一
号
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和７年３月28日　金曜日 6第583号 増刊①

様
式

第
1号

（
第

5条
関

係
）

出
張

命
令

苔

所
屁

名
職

員
定

期券
（交

通
機

関
•

利
用

区
問

）
回

数
券

（交
通

機
関

・
調

整
額

）
自

家
用

車
（調

整
額

）
氏

名
～

 
円

距
離

対
応

額
l

円
高

速
加

算
額

l
円

住
所

自
家

用
車

登
録

登
録

有効
期限

|
命

令
番

号
訪

問
先

利
用

区
問

旅
行

雑
費

特
別

承
認

李
項

命
令

日
所

在
地

（早
見

表
号

番
）

は
g

 自
家

用
車

距
離

宿
泊

費
復命

日
出張

期間
交

通
機

関
復

急
行

距
離

交
通

費
宿

泊
手

当
備

考
（特

別
承

認
理

由
•そ

の
他

旅
費

の
調

整
等

）
出張

者
命

令
権

者
用

務
内

容
出発

地
到

着
地

旅
費

額
復命

内
容

0~
50特

急
□

現
金

ク
ク

シ
ー

ロ
凩

内
宿

泊

0命
令

の
と

お
り

～
 

0変
更

•取
消

支
出科

目
担

当
〇命

令
と

異
な

る
0直

行
0直

帰

支
払

日
泊

日
口

概
算

払



令和７年３月28日　金曜日7 増刊①第583号
　
　

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和７年３月28日　金曜日 8第583号 増刊①

 
 



令和７年３月28日　金曜日9 増刊①第583号
　
　

様
式
第
三
号
そ
の
一
を
削
り
、
様
式
第
三
号
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和７年３月28日　金曜日 10第583号 増刊①

 
 



令和７年３月28日　金曜日11 増刊①第583号
　
　

様
式
第
四
号
中

「
１
普
通
旅
費

２
日
額
旅
費

３
赴
任
旅
費

」
を

４
費
用
弁
償

「

１
普
通
旅
費

２
赴
任
旅
費

３
費
用
弁
償

」
に
改
め
、
様
式
第
五
号
中

「

１
普
通
旅
費

２
日
額
旅
費

３
費
用
弁
償

」
を

「

１
普
通
旅
費

２
費
用
弁
償

」
に
改
め
る
。

　

（
福
岡
県
計
量
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
計
量
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　
　

別
表
中
「
）
第
十
六
条
」
を
「
。
以
下
「
旅
費
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
」
に
、
「
水
路
旅

行
を
伴
う
場
合
は
」
を
「
旅
費
条
例
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
船
舶
に
よ
り
移
動
す
る
場
合
は

、
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
及
び

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
計
量
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以

後
に
出
発
す
る
旅
行
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
す
る
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

　

福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
号

　
　
　

福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

目
次
中
「
第
八
十
条
」
を
「
第
八
十
条
の
二
」
に
、
「
第
八
十
五
条
の
四
」
を
「
第
八
十
五
条
の
五

」
に
改
め
る
。

　

第
百
八
十
五
条
の
四
第
一
項
中
「
（
一
連
の
調
達
契
約
の
う
ち
最
初
の
契
約
以
外
の
契
約
に
係
る
一

般
競
争
入
札
に
つ
い
て
は
、
最
初
の
契
約
に
係
る
公
告
に
お
い
て
最
初
の
契
約
以
外
の
契
約
に
係
る
公

告
を
少
な
く
と
も
二
十
四
日
前
に
行
う
旨
規
定
し
た
場
合
に
限
り
、
二
十
四
日
前
）
」
を
削
る
。

　

別
表
四
８
旅
費
の
項
中
「
日
額
旅
費
」
を
削
る
。

　

様
式
目
次
中

「
様
式
第
百
六
十
七
号　
　
　
　
　

公
有
財
産
借
受
願
書　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
百
二
十
三
条
」
を

「
様
式
第
百
六
十
七
号　
　
　
　
　

公
有
財
産
借
受
申
請
書　
　
　
　
　
　
　

第
二
百
二
十
三
条
」
に

、「
様
式
第
百
六
十
九
号　
　
　
　
　

公
有
財
産
借
受
期
間
延
長
願
書　
　
　
　

第
二
百
二
十
四
条

　

様
式
第
百
七
十
号　
　
　
　
　

公
有
財
産
借
受
期
間
更
新
願
書　
　
　
　

第
二
百
二
十
四
条

　

様
式
第
百
七
十
一
号　
　
　
　
　

公
有
財
産
借
受
目
的
変
更
願
書　
　
　
　

第
二
百
二
十
六
条

　

様
式
第
百
七
十
二
号　
　
　
　
　

公
有
財
産
原
状
変
更
願
書　
　
　
　
　
　

第
二
百
二
十
六
条

　

様
式
第
百
七
十
三
号　

そ
の
一　

定
期
報
告
書
（
土
地
）　
　
　
　
　
　
　

第
二
百
二
十
八
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
二　

定
期
報
告
書
（
建
物
）　
　
　
　
　
　
　

第
二
百
二
十
八
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
三　

定
期
報
告
書
（
県
営
林
立
木
）　
　
　
　

第
二
百
二
十
八
条　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
四　

定
期
報
告
書
（
船
舶
）　
　
　
　
　
　
　

第
二
百
二
十
八
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
五　

定
期
報
告
書
（
物
権
、
無
体
財
産
権
）　

第
二
百
二
十
八
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
六　

定
期
報
告
書
（
県
行
造
林
地
上
権
）　
　

第
二
百
二
十
八
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
七　

定
期
報
告
書
（
有
価
証
券
及
び
出
資
に　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
る
権
利
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
百
二
十
八
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
八　

定
期
報
告
書
（
工
作
物
）　
　
　
　
　
　

第
二
百
二
十
八
条
」

「
様
式
第
百
六
十
九
号　
　
　
　
　

公
有
財
産
借
受
期
間
延
長
申
請
書　
　
　

第
二
百
二
十
四
条

　

様
式
第
百
七
十
号　
　
　
　
　

公
有
財
産
借
受
期
間
更
新
申
請
書　
　
　

第
二
百
二
十
四
条

　

様
式
第
百
七
十
一
号　
　
　
　
　

公
有
財
産
借
受
目
的
変
更
申
請
書　
　
　

第
二
百
二
十
六
条　

に



令和７年３月28日　金曜日 12第583号 増刊①
　

様
式
第
百
七
十
二
号　
　
　
　
　

公
有
財
産
原
状
変
更
申
請
書　
　
　
　
　

第
二
百
二
十
六
条

　

様
式
第
百
七
十
三
号　
　
　
　
　

定
期
報
告
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
百
二
十
八
条
」

改
め
る
。

　

様
式
第
百
五
十
五
号
中
「印

」
及
び
備
考
を
削
る
。

　

様
式
第
百
五
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和７年３月28日　金曜日13 第583号 増刊①

様式第159号(第216条) 

行政財産使用許可申請書 

年  月  日  

  使用許可権者     殿 

申請者 住 所               

フリガナ               

氏 名               

電 話               

生年月日               

性 別               

(法人等にあつては、名称及び代表者氏名等を記入) 

 

  次のとおり行政財産の使用許可を申請します。 

1 使用を希望する財産は、次のとおりです。 

 (1) 財産の名称 

 (2) 財産の所在 

 (3) 土地の地目又は建物等の種類、構造等 

 (4) 使用面積    m2 

 (5) 使用人員    人 

2 使用の目的又は用途 

3 使用希望期間    年  月  日から 

           年  月  日まで 

4 使用料の減額又は免除の希望の有無とその理由 

5 電気料、電話料、ガス料等の管理経費は、県の定めるところにより全額を負担します。 

6 使用財産について支出して有益費、必要費その他の費用の返還は、請求しません。 

7 申請者(法人又は法人格を有しない団体(この様式において「法人等」という。)にあ

つては、その役員(法人にあつては法人登記簿に登載されている者をいい、法人格を有

しない団体にあつては役員として活動している者をいう。)及び使用人)は、暴力団員で

はありません。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でもありません。 

なお、これらの確認のため、警察当局へ情報照会を行うことについて承諾します。 

8 添付書類 

 (1) 使用希望場所の案内図、実測図等の関係図面 

 (2) 法人等にあつては、その法人等の設立目的及び代表権を有することを明らかにし

た定款又は寄附行為等の書類並びに役員の役職名、氏名(フリガナ)、生年月日及び

性別を記載した書類(ただし、申請者が、国、地方公共団体又はその他の公共団体で

あるときは添付を要しないものとする。) 

 (3)  個人にあつては、運転免許証等の本人確認書類の写し（ただし、申請者が記名押

印又は署名する場合は不要。） 

 (4) その他使用許可の申請に参考となる書類 



令和７年３月28日　金曜日 14第583号 増刊①
　

様
式
第
百
五
十
九
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



令和７年３月28日　金曜日15 第583号 増刊①

様式第159号の2（第216条） 

目的外使用許可台帳 作成日：  年 月 日  頁 

■許可履歴

履歴
番号 

使用許可期間 使用許可数量（ｍ
２

・本・ｍ） 使 用 料（円） 

使
算定根拠 

備 考 

名 称 
（  ） 

財産管理者 
（  ） 財 産 分 類 

財産主管課 
（   ） 決 算 区 分 

住 所 
（  ） 

使 用 許 可 番 号 財 産 区 分 当初許可年月日 年 月 日 

現況地目・主構造 地積・延床面積 ㎡ 

使

用

者 

氏 名 

住 所 
（  ） 

使 用 目 的 

使 用 許 可 理 由

参 考 

用 料

使
算定根拠 

用 料

備 考 

目的外使用許可台帳 作成日：  年 月 日  頁 

履歴
番号 

使用許可期間 使用許可数量（ｍ
２

・本・ｍ） 使 用 料（円） 

使
算定根拠 

用 料

使
算定根拠 

用 料

使
算定根拠 

用 料

使
算定根拠 

用 料

使
算定根拠 

用 料

備 考 

備 考 

備 考 

備 考 

備 考 



令和７年３月28日　金曜日 16第583号 増刊①
　

様
式
第
百
六
十
号
中
「印

」
を
削
る
。

　

様
式
第
百
六
十
一
号
及
び
様
式
第
百
六
十
二
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

様
式
第
百
六
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和７年３月28日　金曜日17 第583号 増刊①

様式第167号(第223条) 

公有財産借受申請書 

 

年  月  日  

 

  福岡県知事     殿 

 

申請人  住 所               

フリガナ               

氏 名               

電 話               

生年月日               

性 別               

(法人等にあつては、名称及び代表者氏名等を記入) 

連帯保証人  住 所               

フリガナ               

氏 名               

（記名押印又は署名） 

電 話               

生年月日               

性 別               

(法人等にあつては、名称及び代表者氏名等を記入) 

 

  下記の公有財産を借り受けたいので、福岡県財務規則(昭和39年福岡県規則第23号)第223条の規定

に基づき関係書類を添えて申請します。 

記 

 

1 所在地及び地番 

2 地目又は建物の種類、構造 

3 数量 

4 借受目的又は用途 

5 借受希望期間 

6 借受申請を提出する理由 

7 関係図面(別添のとおり字図写、位置図、実測図) 

8 申請人(法人又は法人格を有しない団体(この様式において「法人等」という。)にあつては、その

役員(法人にあつては法人登記簿に登載されている者をいい、法人格を有しない団体にあつては役員

として活動している者をいう。)及び使用人)は、暴力団員ではありません。また、暴力団又は暴力

団員と密接な関係を有する者でもありません。 

  なお、これらの確認のため、警察当局へ情報照会を行うことについて承諾します。 

9 添付書類 

(1) 借受後の利用計画書(資金計画を含む。) 

(2) 関係図書(登記事項証明書写、字図写、位置図、実測図) 

  (建築目的のものについては、予定建築物の配置図、平面図) 

(3) 法人等にあつては、その法人等の設立目的及び代表権を有することを明らかにした定款又は寄

附行為等の書類並びに役員の役職名、氏名(フリガナ)、生年月日及び性別を記載した書類(ただし、

申請人が、国、地方公共団体又はその他の公共団体であるときは添付を要しないものとする。) 

(4) 個人にあつては、運転免許証等の本人確認書類の写し（ただし、申請人が記名押印又は署名す

る場合は不要。） 



令和７年３月28日　金曜日 18第583号 増刊①
　

様
式
第
百
六
十
九
号
及
び
様
式
第
百
七
十
号
中

「　
　
申
請
人

住　
　
所

を

フ
リ
ガ
ナ

氏　
　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
㊞

電　
　
話

生
年
月
日

性　
　
別

　
　
　

（法
人
等
に
あ
つ
て
は
､ 名
称
及
び
代
表
者
氏
名
等
を
記
入

）

連
帯
保
証
人

住　
　
所

フ
リ
ガ
ナ

氏　
　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
㊞

電　
　
話

生
年
月
日

」

性　
　
別

「　
　
申
請
人

住　
　
所

に
、
「申

請
者

」
を
「申

請

フ
リ
ガ
ナ

氏　
　
名

電　
　
話

生
年
月
日

性　
　
別

　
　
　

（法
人
等
に
あ
つ
て
は
､ 名
称
及
び
代
表
者
氏
名
等
を
記
入

）

連
帯
保
証
人

住　
　
所

フ
リ
ガ
ナ

氏　
　
名

　
　
　

（記
名
押
印
又
は
署
名

）

電　
　
話

生
年
月
日

」

性　
　
別

人

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
七
十
一
号
及
び
様
式
第
百
七
十
二
号
中

「

　
　
申
請
人

住　
　
所

を

フ
リ
ガ
ナ

氏　
　
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞

電　
　
話

生
年
月
日

性　
　
別

（法
人
又
は
法
人
格
を
有
し
な
い
団
体
に
あ
つ
て
は
､ 名
称
及
び
代
表
者
氏
名
等
を
記
入

）

連
帯
保
証
人

住　
　
所

フ
リ
ガ
ナ

氏　
　
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊞

電　
　
話

生
年
月
日

」

性　
　
別

「

　
　
申
請
人

住　
　
所

に
改
め
る
。

フ
リ
ガ
ナ

氏　
　
名

電　
　
話

生
年
月
日

性　
　
別

（法
人
又
は
法
人
格
を
有
し
な
い
団
体
に
あ
つ
て
は
､ 名
称
及
び
代
表
者
氏
名
等
を
記
入

）

連
帯
保
証
人

住　
　
所

フ
リ
ガ
ナ

氏　
　
名

　
　
　

（記
名
押
印
又
は
署
名

）

電　
　
話

」

生
年
月
日
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附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


